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パナソニックセミコンダクターソリューションズ（株）（以下PSCS）労働条件統一に向け、３月５日（木）
に開催された、労使労働対策委員会において労使答申を確認しました。今回は、2015年4月制度統一
項目について、「労使答申内容」及び「答申に対する支部見解」について提起し、３月１２日（木）開催の
長岡京支部臨時支部委員会で本答申の批准を提案します。

2014年6月1日にＰＳＣＳが発足し、新たな体制での事業運営がスタートするとともに、私たちは事業再生に向け
て懸命に取り組んでいます。一方で、労働条件面については旧３社それぞれの内容を承継したことから、1社3労
働条件となっています。
ＰＳＣＳに集う全員が更なる一体感とやりがい・働きがいを持って一丸となり力を発揮することを目指し、労使労
働対策委員会を設置、「日々 の勤務や業務に関する項目」と「基本的な人事処遇制度に関する項目」に分け労
働条件統一に向けた検討を進めてきました。
今回は、喫緊の課題となっている職場のマネジメントに関する課題解決を優先し「日々 の勤務や業務に関する

項目」を全従業員の一体感醸成・モチベーションの向上という観点で論議し、労使の意見の一致を導き出したこ
とから、今後の統一運用によって課題解決に繋がるものと認識しています。
今後、賃金・一時金など、「基本的な人事処遇に関する項目」について統一論議をしていくことになります。厳し

い経営環境が予想される中で、どう乗り切り事業の成長へと繋げていくのかが重要でありますが、そのベースは
人であり従業員一人ひとりが、やりがい・働きがいを感じられる制度となることを目指し、支部としても労働条件統
一に向け労使で継続論議していきますので職場でのご理解をお願いします。

パナソニックセミコンダクターソリューションズ株式会社
（以下、ＰＳＣＳ）は、「パナソニックグループ内の半導体事業
グループに分かれているリソース（技術・営業・マネジメント）
を集約し、事業戦略のスピードアップを実現する」「単品の
販売から、融合商品・システム提案により、顧客価値の最大
化を目指す」ことを狙いとして、より一層の総合力が発揮で
きる、自主独立した新たな経営体制を構築するため、オート
モーティブ＆インダストリアルシステムズ社セミコンダクター
事業部（以下、ＳＣ）および、パナソニックデバイスディスク
リートセミコンダクター株式会社（以下、ＤＳＣ）、パナソニック
デバイスオプティカルセミコンダクター株式会社（以下、
OSC）を統合し、オートモーティブ＆インダストリアルシステム
ズ社（以下ＡＩＳ社）傘下のパナソニック株式会社100%出
資の事業会社として2014年6月1日に発足した。

ＰＳＣＳは設立時の経過から、旧3社の労働条件を承継し
てスタートしたが、旧会社の枠組みを超えた従業員の入り
交じりを推進してきており、職場マネジメントの円滑化およ
び、従業員の一体感の醸成に向け、異なる労働条件等に
ついての整理・統一が喫緊の課題となっていた。

これらの課題を踏まえ、2014年12月に旧3社の労働条件
等の整理・統一を目指し、会社ならびに関連する労働組合
の間でPSCS労使労働対策委員会（以下、労対委員会）

を発足させ、労働条件等の整理・統一に向けた論議を実
施してきたが、これまでの各社の事業特性などに応じて
各々の労使間で設定してきた経緯なども踏まえ、PSCSに
おける労働条件あり方検討の具体テーマについては、論
議の時間軸と優先順位を勘案の上、
・当面の課題として、2014年度中に検討すべき労働条件
・中長期的な課題として、将来の労働条件のあるべき姿や
手当水準など、根本的に見直しを検討すべき労働条件
に分けて論議をすることとした。

また、この中で本年度については、2014年度中に検討す
べき当面の課題として、
・労働時間、休日、休暇制度、諸手当等の職場マネジメン
トの基本となるもの
・福祉制度等において現状制度と相違のあるもの
・退職金および関連諸制度
・PSCS発足に伴い、関係会社として新たに制度化が必
要なもの
などを中心として、労対委員会で検討を行うこととした。

今回、PSCSに集う従業員の一体感とやりがい・働きがい
の向上につながる労働条件の再構築を視野に入れて労
対委員会で検討を進めてきた結果、以下のように意見の
一致をみたので、ここに答申を行う。

｢PSCS労働条件あり方検討｣に関する
労使答申の批准に関する件

｢PSCS労働条件あり方検討｣に関する
労使答申の批准に関する件

｢PSCS労働条件あり方検討｣に関する
労使答申の批准に関する件

答申内容

はじめに

（１）考え方
社会的意義や年金空白期間への対応、高齢者の戦力化
の観点から、60才以降の就業機会の確保に向けた取り組
みとして、制度の統一を行う。

（２）実施内容
これまで制度のなかった旧ＯＳＣ社員についてもパナソニッ
ク株式会社と同一制度とする。具体的には全社答申書（別
紙4）の「第3節60才以降の就業機会の確保」の内容を適
用する。

ＮＥＷネクストステージパートナー制度について
（

ⅧⅧⅧ

長岡京支部見解長岡京支部見解長岡京支部見解

③ラーニング＆コミュニケーション促進制度
学び合いや相互交流等を通じ、従業員間のコミュニケー
ションの活性化、一体感の醸成、組織力の強化を図るこ
とを目的とし、ＰＳＣＳとして統一制度を構築する。
ⅰ）助成金
年間従業員１人当たり、12,000円を支給する。
※個人に対する助成でなく、職制単位での活動への
助成

ⅱ）対象期間
4月1日から翌年3月31日までとする。

ⅲ）活動単位
原則として職制単位とする。（課、部、事業場等）

④年末年始祝儀
同一勤務日における手当て水準の統一の観点から、
AIS協定書（別紙3）13．の支給基準に統一する。
ⅰ）支給対象期間：12月31日～1月3日
ⅱ）支給水準：1月1日6,000円／日、

1月1日を除く期間：5,000円／日
⑤残業食、休日食
残業食、休日食、の費用を自己負担とする。
喫食環境の整備や改善については、事業場ごとに継続
検討のうえ実施する。
なお旧ＤＳＣ、旧ＯＳＣ社員に対して支給されている交替
制勤務における食事については交替手当て改定とあわ
せて別途検討する。

⑥緊急時融資制度
市中金利との優位性および利用実態を鑑み制度構築
は行わない。

ＰＳＣＳ労使労働対策委員会は、２０１４年１２月に発足し、
答申まで３ヶ月という短期間で、ＰＳＣＳの労働条件のあり方
について真摯に深掘りした論議を行い、課題共有と一定の
方向性を見出してきた。　　

我々、ＰＳＣＳに集う従業員の一体感の醸成、やりがい・働
きがいの視点から、今後ともＰＳＣＳとしてあるべき労働インフ
ラの構築に向け、労使で継続検討していくものとする。
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（１）考え方
ＰＳＣＳとして、従業員の休暇・休業関連制度の整理・統
一を図る。

（２）実施内容
①年次有給休暇
標準労働協約（別紙１）第46条の内容を適用する。
ただし、旧ＯＳＣ社員で私傷病や家族介護、およびこれら
に準ずる要件で長期に休業を要する場合に限り、既存
制度で2015年3月31日現在、50日以上積立されている日
数については、本人の申請があった場合のみ、その日数
を有給休暇として認める。
②チャレンジ休暇
標準労働協約付属の「チャレンジ休暇（節目休暇）に関
する協定書」（別紙1－①）の内容を適用する。
ただし、旧ＯＳＣ社員で、2014年度に旧ＯＳＣ制度による取
得対象となっており、繰越したものについては、2015年度
に旧ＯＳＣ制度による取得対象とする。

③慶弔休暇
標準労働協約（別紙1）第51条の内容を適用する。

④転勤休暇
標準労働協約（別紙1）第53条の内容を適用する。

⑤ボランティア休業制度
標準労働協約付属の「ボランティア休業制度に関する
協定書」（別紙1－②）の内容を適用する。

⑥キャリア開発サポート勤務制度
標準労働協約付属の「キャリア開発サポート勤務制度
に関する協定書」（別紙1－③）の内容を適用する。
⑦育児時間
標準労働協約（別紙1）第42条の内容を適用する。

⑧在宅勤務
標準労働協約付属の「在宅勤務の取扱いに関する協
定書」（別紙1－④）の内容を適用する。

休暇・休業に関する制度ⅤⅤⅤ

（１）考え方
異動において本人が受ける便益については一律である

との考え方のもと、支給基準を統一する。
（２）実施内容

①旅費関連
国内出張旅費、駐在・派遣旅費、転勤旅費等について

は、パナソニック株式会社の「国内旅費支給基準」（別
紙5）を適用する。

②出向協定
社員が会社の指示により、社外へ出向をする場合は、標
準労働協約付属の「出向に関する覚書」（別紙1－⑤）
ならびに「取扱い」「確認事項」の内容を適用する。

異動・旅費に関する制度ⅥⅥⅥ

（１）考え方
福祉制度においては、過去の経過から制度の有無、運

用について、旧3社で相違があるとともに、PSCS発足に伴
い、新たに関係会社として制度構築が必要なものが存在
する。福祉制度は従業員の安心感につながる制度であり、
公平な運用が求められるとともに、費用面の見極めを実施
し、真に必要な制度を構築する。

（２）実施内容
①以下の制度については、パナソニック株式会社で適用
されている制度を適用する。
・独身寮、直営住宅制度
・育英補助給付金制度
・パナソニックグループ提携住宅ローン
・パナソニックグループ住宅災害共済
・従業員所得補償保険（会社加入分）
・パナソニックボランティアクラブ（ＰＶＣ）

②遺族育英給付制度
従業員本人死亡に際し、遺族の子女に対して経済的側
面から援助をはかり育英助成に資する目的で、パナソ
ニック株式会社における松下幸之助頌徳福祉会に相当
するものとして遺族育英給付制度を構築する。なお松下
幸之助頌徳福祉会にて運用している、遺族育英貸付制
度については、利用実態を鑑み制度構築しない。
ⅰ）支給基準
生計の主体者である社員が死亡または障害（障害等
級４級以上）のため退職した場合で、次のいずれかに
該当する子女（以下対象子女と称す）が遺された時、
配偶者およびその子女に対して支給する。

⑴就学年令に達していない子女
⑵高等学校教育未了の就学中の子女（留年等により
正規の就学年令を超えて就学している場合、正規
の高等学校卒業年令を超えている者は除外）
⑶受胎中の妻について、胎児は子女として扱う。

ⅱ）給付基準

ⅲ）給付の打切り
次の事由が生じた時、給付はその翌月より打切られ
る。
・配偶者が再婚した時
・子女がすべて対象子女でなくなった時

福利厚生に関する制度ⅦⅦⅦ

（１）考え方
諸手当についての考え方、支給基準を統一する。

（２）実施内容
①勤務加給
標準労働協約付属の給与細則（以下、給与細則）第16
条3項（別紙2）の内容を適用する。
②通勤手当
自動車・単車通勤者の通勤手当ならびに通勤手当補助
について、パナソニック株式会社AIS社とパナソニック デ
バイス労働組合（以下、デバイス労組）との間で締結され
た、AIS社独自の労働条件についての協定書（以下、
AIS協定書）2．③および④（別紙3）の内容を適用する。

③当直勤務手当
宿直または日直勤務を行った場合には、給与細則第19

条（別紙2）の内容を適用する。
④交替制勤務解消時の手当保障
解消時の手当保障は行わない。
ただし、交替制勤務に1年以上勤務した者が、本人都合
以外で交替制勤務を外れる場合で、本人通知が1ヵ月
前までに成されなかった場合は、手当額の急激な変動を
緩和する措置として1ヵ月分の手当を支給する。
なお1ヵ月前までに本人通知が成されなかった場合でも、
研修受講（技能教育研修所の研修や社内・外留学等含
む）の際は、上記取扱いの対象としない。

（３）実施日
2015年4月1日

賃金に関する制度ⅡⅡⅡ

（１）考え方
PSCSにおける退職金制度は、旧DSC、旧OSCの退職
金制度がパナソニック株式会社と同様の設計をしてきたこ
とにより、一部の経過措置は存在するものの、基本的には
同一制度となっている。
しかしながら、2014年度にパナソニック株式会社とパナソ
ニックグループ労働組合連合会との間で設置された労働
対策委員会（以下、全社労対委員会）による検討を経て、
2015年1月よりパナソニック株式会社の退職金制度が一部
変更となった。
この全社労対委員会では、社員のチャレンジ意欲を促

し、事業の成長を実現していくためには、当社におけるこれ
までの人づくり・組織づくりの取り組みを「キャリアづくりの推
進」という観点で総合的に見直し、新たな体系として整備
していくことが必要であるとの考えから、社内のみならず、
広く社会において活躍できるたくましい人材づくりに向け、
会社と個人が将来を見据えたキャリアづくりに重点を置きな
がら、その関係を強化していくことで「組織と人の活力向
上」と「活躍の場の創出」の実現につなげることが発信さ
れている。
上記の考え方については、PSCSにおいても同様であり、
既に全社労対委員会の答申を受けて制度適用となってい

る旧SC社員との制度整合の観点からも、PSCSにおいても
同様の改定を実施する。

（２）実施内容
退職金制度において、退職一時金を廃止し、退職一時

金相当分をライフプラン支援金に統合する。
あわせて、個人の自律的なキャリア形成マインドの醸成を
促す機会としてキャリアライフデザイン（以下CLD）セミナー
を新設し、対象年齢に到達する全社員対象の必須研修を
実施する。
なおCLDセミナーを受講し、自律的なキャリア検討を行っ
た結果、自己実現に向け、本人の発意により社外に新たな
活躍の場を見出す者に対する経済的支援の拡充を図る。
具体的には、パナソニック株式会社とパナソニックグルー

プ労働組合連合会との間で実施された労働対策委員会
による「新たな雇用・処遇システムに関する答申書」（以下、
全社答申書）の「第1章キャリアづくりの推進とその支援施
策」の答申内容（別紙4）を適用する。

（３）実施日
2015年4月1日
ただし、CLDセミナーの受講については、2015年1月1日
現在の対象者から順次実施する。

退職金制度および関連諸制度ⅢⅢⅢ

（１）考え方
ＰＳＣＳとして、社員の永年に亘る貢献に感謝し、統一した
制度運用を図る。

（２）実施内容
満30年誠実に業務に精励し、経営に貢献した者は審査

の上これを表彰する。

なお、勤続年数の基準日は、5月5日とする。
具体的には表彰状を授与し、副賞として20万円を支給

する。
なお、旧ＯＳＣ社員で、2015年度、2016年度に旧ＯＳＣ基
準での表彰対象となっていた者については、経過措置とし
て表彰する。

表彰に関する制度ⅣⅣⅣ

（１）考え方
職場マネジメントの基本となる年間所定労働時間・公休日
について、制度の統一を図る。

（２）実施内容
①年間所定労働時間：1,853時間（理論値）
②公休日の日数：126日

※公休日については、パナソニック株式会社とパナソニック
グループ労働組合連合会との間で締結された標準労働
協約（以下、標準労働協約）第43条（別紙1）の内容を
適用する。

（３）実施日
2015年4月1日

労働時間・休日に関する制度ⅠⅠⅠ

対象子女
1人の場合 月額60,000円

区分 給付額

対象子女
2人以上の場合

１人につき
月額10,000円加算

対象子女
2人までの場合

１人につき
月額35,000円

対象子女
3人以上の場合

１人につき
月額10,000円加算

配偶者・
子女の場合

子女のみ
の場合

※各項における（別紙）については、紙面構成上の都合により長岡京支部ホームページをご参照願います。


